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APEC エンジニア有効期間と更新時期

2014 年 5 月現在

今後の予定

ＣＰＤガイドライン第１版は、CPD 記録期間を「年度」としてとらえています。 したがって、APEC エンジニア

の受付においても、直近の年度の提出を求め、それを審査対象とすることとします。

更新の要件は、CPD を登録申請前過去 5 年度で 250CPD 時間以上実施していることです。

詳しくは２０１４年６月頃に、「第１５回ＡＰＥＣエンジニア登録更新・申請書作成の手引」を技術士会ホーム

ページに掲載し、その中でご説明する予定です。

回

数
有効期間・更新対象者 申請の受付時期

CPD 記録の記述期間 更新後の有効期間**

（予定）

15

＊2015年 3月 31日期限の方
・登録日 2009 年 10 月 15 日の方

（JP-1-002868～JP-1-002890）
・登録日 2010 年 4月 1日の方

（JP-1-002891～JP-1-002904）
・更新日 2009年 10 月 15 日の方、

または、2010 年 4月 1日の方

（2回目の更新）

＊有効期間が 2014 年 3 月 31 日で満了した

方で、1年以内の更新をされる方

＊有効期限後 1 年超経過した場合の再登録

手続きをされる方

2014 年 9月 1日

～11月 30 日

・審査対象のＣＰＤ記録

①２００９年４月１日

～２０１０年３月３１日

②２０１０年４月１日

～２０１１年３月３１日

③２０１１年４月１日

～２０１２年３月３１日

④２０１２年４月１日

～２０１３年３月３１日

⑤２０１３年４月１日

～２０１４年３月３１日

の各年度ごとの CPD 記録

2015 年 4 月 1 日～

2020 年 3月 31 日

16

＊2016年 3月 31日期限の方
・登録日 2011年 1 月 1日の方

（JP-1-002905～JP-1-002941）
・登録日 2011 年 4 月 1日の方

（JP-1-002942～JP-1-002986）
・更新日 2010 年 12 月 27 日の方、

または、2011 年 4 月 1日の方

（2回目の更新または 3回目の更新）

＊有効期間が 2015 年 3 月 31 日で満了した

方で、1年以内の更新をされる方

＊有効期限後 1 年超経過した場合の再登録

手続きをされる方

2015 年 8 月～10月

（予定）

・審査対象のＣＰＤ記録

①２０１０年４月１日

～２０１１年３月３１日

②２０１１年４月１日

～２０１２年３月３１日

③２０１２年４月１日

～２０１３年３月３１日

④２０１３年４月１日

～２０１４年３月３１日

⑤２０１４年４月１日

～２０１５年３月３１日

の各年度ごとの CPD 記録

2016 年 4 月 1 日～

2021 年 3月 31 日

17

＊2017年 3月 31日期限の方
・登録日 2012 年 4月 1日の方

（JP-1-002987～JP-1-003022）
・更新日 2012年 4月 1 日の方、

（2回目の更新または 3回目の更新）

＊有効期間が 2016 年 3 月 31 日で満了した

方で、1年以内の更新をされる方

＊有効期限後 1 年超経過した場合の再登録

手続きをされる方

2016 年 8 月～10月

（予定）

・審査対象のＣＰＤ記録

①２０１１年４月１日

～２０１２年３月３１日

②２０１２年４月１日

～２０１３年３月３１日

③２０１３年４月１日

～２０１４年３月３１日

④２０１４年４月１日

～２０１５年３月３１日

⑤２０１５年４月１日

～２０１６年３月３１日

の各年度ごとの CPD 記録

2017 年 4 月 1 日～

2022 年 3月 31 日

*登録有効期限後 1 年以内の申請で、有効期間の満了日の翌日まで遡って登録継続を希望する場合は、更新申請時から

過去 6 年度で 300CPD 時間以上を記述。

**有効期間の満了日の翌日まで遡って登録継続を希望する場合は遡った期限となります。


